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原子力規制庁記者ブリーフィング 

 

  日時：令和5年9月29日（金）14:30～ 

  場所：原子力規制委員会庁舎 記者会見室 

  対応：吉野長官官房総務課長 

 

 

＜本日の報告事項＞ 

○司会 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、9月29日の原子力規制庁定例ブ

リーフィングを始めます。 

○吉野総務課長 報道官の吉野です。 

  原子力規制委員会の広報日程について御説明いたします。 

  まず、案件の5番目、10月5日の案件から御説明したいと思います。 

  第10回クリアランスに関する審査会合が開催されます。対応者は金城長官官房審議官

です。 

  議題は、中部電力株式会社浜岡原子力発電所1号原子炉施設及び2号原子炉施設におい

て用いた、資材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方法に係る認可申請

についてとなっております。 

  浜岡の1号炉、2号炉の第2段階、第3段階の廃止措置について、今後、撤去が予定され

ておりますタービン設備等で使われている金属6,856トンについて、クリアランスの方

法について、8月31日に認可の申請がありましたので、その審査が予定されているもので

ございます。 

  次に、6番目の案件、第1192回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合です。

対応は杉山委員です。 

  議題1では、泊発電所3号炉について、防潮堤の構造について事業者から説明を受ける

ということが予定されております。 

  議題の2では九州電力から川内原子力発電所と玄海原子力発電所の標準応答スペクト

ルの規制への取り入れについて、川内については7月末、玄海については6月に基準地震

動の追加がされておりますけれども、それに伴う耐震設計方針の審査が行われる予定と

なっております。 

  次に、案件7番目の第109回特定原子力施設監視・評価検討会でございます。対応は伴

委員と田中委員です。 

  議題の1では、ALPS処理水（多核種除去設備等処理水）の海洋放出について、1回目に

行いました放出の状況と、2回目の放出の計画などが説明される予定となっております。 

  議題の2では、1号機の格納容器内のペデスタルの構造評価を踏まえた安全性の評価に

ついて、検討状況が東京電力から説明される予定です。 
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  議題の3では、令和4年9月に原子力規制庁が、閉じ込め機能の維持、ダスト飛散防止な

どの観点から、ALPS脱水処理設備をセルかグローブボックスの中に入れなさいというこ

とを要求しておりまして、それについての具体の対応の状況が説明される予定となって

おります。 

  議題の4では、今後、汚染水の増加をどう抑えていくのかということについて議論が行

われる予定となっております。 

  次に、8番目の議題ですが、原子力事業者の緊急時対応に係る訓練及び規制の関与の在

り方に係る意見交換会（第10回）が予定されております。本件は、核物質防護に関する

情報を取り扱うということで公開はされません。対応は古金谷緊急事態対策監です。 

  この意見交換会では、核物質防護事案で、例えば安全対策を担う設備が故意に破壊さ

れたなどの場合に、それで緊急事態となったということを想定したときにどのように対

応していくかということについて、事業者と意見交換が行われるものでございます。 

  本件は、同じ意見交換会の第8回のときから検討がされてきたものでございまして、計

画では、今年度、核物質防護対策と原子力安全をうまく連携して担保していくための訓

練の試行を中国電力が主体となって行うということとなっておりますので、今後の試行

訓練に向けた内容の検討などが行われる予定でございます。 

  9番目の案件、10月6日の案件ですが、第1193回原子力発電所の新規制基準適合性に係

る審査会合が開催されます。対応は石渡委員です。 

  議題の1では、東通発電所について、8月4日に行われましたプレート間地震と海底地す

べりに伴う地震による津波の組合せの評価の審議において、規制委員会から出されたコ

メントについて事業者から説明が行われる予定となっております。 

  議題の2と3では、志賀原子力発電所2号炉の敷地周辺の断層の評価が審査されます。敷

地周辺海域の断層の評価については、断層と断層の連動の評価などが審議される予定と

なっております。 

  敷地近傍の断層評価については、7月14日の審議会でおおむね了承されているという

ことでございまして、この日は資料の適正化の状況等の確認が行われる予定と聞いてお

ります。 

  議題の4では、7月7日に泊発電所3号炉の火山評価について、噴出規模の整理や、それ

をどのように解釈したのかということについて、事業者のほうに再説明を求めておりま

すので、それについて事業者から説明が行われる予定と聞いております。 

  以上でございます。 

 

＜質疑応答＞ 

○司会 皆様からの質問をお受けします。いつものとおり所属とお名前をおっしゃってか

ら質問をお願いいたします。御質問のある方は手を挙げてください。 

  よろしいでしょうか。 
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  それでは、本日のブリーフィングは以上としたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 

－了－ 


